
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告と納税は３月 15日（金）まで 

消費税及び地方消費税の申告と納税は４月１日（月）まで 

申告と納税は正しくお早めに！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日  時 

   平成３１年３月１９日（火）午後１時から午後４時（受付は午後３時まで） 

２ 場  所 

   高浜市商工会 相談室 

３ 必要書類 

   平成２８年～３０年分決算書、計算機、筆記用具、平成３０年分総勘定元帳、試算表 

   消費税関係届出書の控え、消費税申告書、業務用固定資産を購入した場合は内容がわかる帳票 

４ 相 談 員 

   東海税理士会刈谷支部所属税理士 
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高浜市商工会会員数＝９７３事業所（平成３１年１月１８日現在） 

個別相談のため、事前に予約をお願いします。（先着順） 

スマホ × 確定申告 スマート申告始まります！ 

国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』では、スマートフォンでも所得税の確定申告書の作成ができます。 

 
スマホで見やすい専用画面 

給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を 

適用して申告する方は、スマホ専用画面があって便利！ 

 
ID・パスワード方式で手続完結 

ID・パスワード方式を利用して e-Tax で送信すれば申告完了！（ICカードリーダライタ不要） 

申告書の控えは PDF 形式でスマホに保存！ 

※ ID・パスワードは、税務署で発行していますので、申告される本人が運転免許証等をお持ちの上、お越しください。 

※掲載コードのリンク先は、 
予告無く変更又は削除する 
場合があります。 

印刷も要らなく 

なるんだね。 

消費税個別相談会 



 


